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議案第７６号 

 
令和６年度豊明市一般会計補正予算（第６号） 

 

 令和６年度豊明市の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによ

る。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８５０，４６２千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２６，７５５，１８２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の 

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の変更は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第４条 地方債の変更は、「第４表 地方債補正」による。 

 

令和６年１１月２８日提出  

 

                                  豊明市長    小 浮 正 典 
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第２表　繰越明許費補正

変　更

千円 千円

 

第３表　債務負担行為補正

追　加

千円

第４表　地方債補正

変　更

千円

千円

公共施設管理事業 167,684

補　　正　　前

金　額

33,550

補　　正　　後

事　業　名 事　業　名 金　額

２ 総務費 公共施設管理事業

款

１ 総務管理費

項

令和７年度から
令和８年度まで

26,378

令和７年度から
令和１１年度まで

503,238
放課後児童対策委託事業
（児童館内児童クラブ・放課後子ども教室）

都市計画マスタープラン策定委託事業

起  債  の  目  的

　4.0% 以内
 (ただし、利率見直し方式で
借り入れる政府資金及び地方
公共団体金融機構資金につい
て、利率の見直しを行った後
においては、当該見直し後の

利率)

政府・県・その他の金融機関に
ついては、その融資条件によ
る。ただし、財政の都合により
償還年限を短縮し、もしくは繰
上償還又は低利債に借換えする
ことができる。

231,800
証書借入

又は
証券発行

補　　　　　正　　　　　後

限度額 起債の方法 利率 償還の方法

起債の方法 利率 償還の方法
起  債  の  目  的

　4.0% 以内
 (ただし、利率見直し方式で
借り入れる政府資金及び地方
公共団体金融機構資金につい
て、利率の見直しを行った後
においては、当該見直し後の

利率)

政府・県・その他の金融機関に
ついては、その融資条件によ
る。ただし、財政の都合により
償還年限を短縮し、もしくは繰
上償還又は低利債に借換えする
ことができる。

96,700
証書借入

又は
証券発行

学校施設改修事業

学校施設改修事業

期　　間 限 度 額

令和７年度 2,188

事　　　　　　　　項

まちづくりアンケ―ト調査業務委託事業

令和７年度 500

令和７年度から
令和１１年度まで

658,984児童館に係る指定管理者の指定

平和推進補助事業

補　　　　　正　　　　　前

限度額
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